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川越市民憲章 

  

先人の輝かしいあゆみにより、すばらしい歴史

的遺産をもつ川越。わたくしたちは、このまちに

生きることに誇りをもって、さらに住みよい魅力

あふれるまちづくりをすすめていくことを誓い、

ここに市民憲章を定めます。 

 

１  郷土の伝統をたいせつにし、平和で文化の香

りたかいまちにします。 

１ 自然を愛し、清潔な環境を保ち、美しいうる

おいのあるまちにします。 

１ きまりを守り、みんなで助けあう明るいまち

にします。 

１ 働くことに生きがいと喜びを感じ、健康でし

あわせなまちにします。 

１ 教養をふかめ、心ゆたかな市民として、活力

にみちたまちにします。 
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はじめに                                                  

 

は じ め に 
 

川越市教育委員会では、平成２３年２月に川越市教育振興基本計画、平成２８年２月に第二次川

越市教育振興基本計画を策定し、「生きる力と学びを育む川越市の教育」を基本理念に掲げ、その

実現に向けて各施策の推進に取り組んでまいりました。この間、教育を取り巻く社会状況は大きく

変化し、新しい生活様式への対応や超スマート社会でのＩＣＴの活用、人生１００年時代の生涯学

習の在り方など新しい課題を含め、様々な課題への対応が求められています。 

これらの変化と課題に対応していくために、令和３年度から５年間を計画期間とする「第三次川

越市教育振興基本計画」を策定しました。この計画では「生きる力を育み未来を拓く川越市の教育」

を基本理念として、「志を高くもち、自ら学び考え、行動する子どもの育成」、「安全・安心で学

びを保障する教育環境の整備」、「郷土に誇りをもち、生きがいや思いやりに満ちた、誰もが活躍

できる社会の実現」の３つの目標を定め、この目標に基づいて次の９つの施策を示しました。 

 

施策１ 確かな学力の育成 

施策２ 豊かな心と健やかな体の育成 

施策３ 自立する力の育成 

施策４ 多様なニーズに対応した教育の推進 

施策５ 教育の質を高める環境の充実 

施策６ 学びを支える教育環境の整備・充実 

施策７ 家庭・地域の教育力の向上 

施策８ 生涯学習活動の推進 

施策９ 文化財の保存と活用 

 

この９つの施策のうち、「確かな学力の育成」、「豊かな心と健やかな体の育成」、「学びを支

える教育環境の整備・充実」の３施策を、令和３年度から５年間、重点的に力を注ぐべき施策とし

て位置づけました。また、毎年度、その年度の主要な施策を定めるとともに、第三次川越市教育振

興基本計画の進行管理と併せ、事務事業の点検及び評価を行いながら、本市の教育行政を総合的か

つ計画的に推進してまいります。 

変化が激しく将来の予測が困難な時代を迎えておりますが、そのような中にあっても、一人ひと

りのこどもが夢や志をもって自身の未来を切り拓き、これからの社会の創り手となるために必要な

資質・能力を育む教育の充実に努めてまいります。また、市民一人ひとりが、郷土に誇りをもち、

多様な人々と連携・協働しながら心豊かに暮らせるよう、生涯にわたる学びの支援や活動の場の提

供・充実のために様々な工夫や取組も続けていきたいと考えております。 

本冊子は、令和７年度における本市の教育行政及び各教育機関の概要をとりまとめたものです。 

市民の皆様及び関係各位におかれましては、本冊子をご活用のうえ、本市教育行政への理解をよ

り一層深めていただくとともに、「生きる力を育み未来を拓く川越市の教育」という基本理念の実

現に向けてご協力いただければ幸いです。 

 
 
 

川越市教育委員会 
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                            Ι 教育行財政 教育長及び教育委員紹介 

 

 

 
 

 

 

  

   

  

  

  

 

教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、教育に関する事務を管理及

び執行するために設置された合議制の執行機関である。川越市の教育委員会は、市長が議会の同意を得

て任命した教育長と４人の教育委員で組織されており、教育長は教育委員会の会務を総理し、教育委員

会を代表し、教育委員会の権限に属する事務をつかさどる。その事務を処理、執行するための組織とし

て事務局が設置されている。 

 

教育長・委員 

職   名 氏    名 現    任    期 

教 育 長 新
しん

 保
ぽ

  正
まさ

 俊
とし

 令和 7年 4月 1日～令和10年 3月31日 

教 育 長 
職務代理者 飯

いい

島
じま

 希
 ほまれ

 令和 4年12月28日～令和 8年12月27日 

委   員 岡
おか

 本
もと

  紘
ひろ

 子
こ

 令和 6年 4月 1日～令和10年 3月31日 

委   員 鈴
すず

木
 き

 朗
 あきら

 令和 7年 6月26日～令和11年 6月25日 

委   員 大
おお

 石
いし

  懐
なつ

 子
こ

 令和 7年 6月26日～令和 9年 3月31日 

 

教育委員会の活動状況（令和６年度） 

項目 定例会 臨時会 
学校等 

視察 

首長との

意見交換 

総合教育 

会議の 

開催回数 

そ の 他 の 活 動 

 

12 回 3 回 46 回 0 回 1 回 140 回 

主 な 活 動 

市議会、教育委員会連合会等 

教 育 長 

新保正俊 

教育長職務代理者 

飯 島  希 

委 員 

岡 本紘 子 

委 員 

鈴 木  朗 

委 員 

大 石懐 子

教育長及び教育委員紹介 
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Ι 教育行財政 教育委員会議案等（令和６年度）                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議名 開会日 案　件　名

教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの承認を求めることについて
（川越市職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令を定めることについて）

川越市小堤集会所運営委員会委員を委嘱することについて

川越市山王塚古墳整備検討委員会委員を委嘱することについて

川越市立川越高等学校教育審議会委員を委嘱することについて

川越市就学支援委員会委員を委嘱することについて

川越市立大東中学校特別教室冷暖房設備設置工事の遅延について

川越市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員を委嘱することについて

一件三千万円以上の工事計画について

川越市社会教育委員を委嘱することについて

川越市立小中学校適正規模・適正配置審議会について

教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの承認を求めることについて
（令和６年度一般会計補正予算（教育委員会所管分）について）

川越市立博物館協議会委員を委嘱することについて

川越市立川越高等学校教育審議会委員を委嘱することについて

川越市立小中学校適正規模・適正配置審議会委員を委嘱することについて

川越市立小中学校適正規模・適正配置審議会への諮問について

川越市立学校給食センター運営委員会委員を委嘱することについて

川越市教育委員会の活動の点検評価懇話会委員の選任について

川越市大学奨学金の今後の方針について

川越市立特別支援学校の令和７年度生徒募集について

川越市立上戸小学校受変電設備改修工事について

川越市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員を委嘱することについて

令和７年度使用川越市立特別支援学校用教科用図書を採択することについて

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について

第５回
臨時会

R6.8.2 令和７年度使用中学校用教科用図書を採択をすることについて

第６回
臨時会

R6.8.6 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について

令和６年度一般会計補正予算（教育委員会所管分）について

令和７年度使用川越市立川越高等学校用教科書を採択することについて

川越市立川越高等学校における教員人事応募制度の募集校の決定について

第１回
定例会

R6.4.18

第２回
定例会

R6.5.13

第３回
定例会

R6.6.27

報 告 事 項

第７回
定例会

R6.8.22

報 告 事 項

議 案 第 １ ５ 号

議 案 第 １ ６ 号

協 議 事 項

議 案 第 １ ７ 号

議 案 第 １ ８ 号

第４回
定例会

R6.7.25

議案番号等

議 案 第 １ 号

議 案 第 ２ 号

議 案 第 ３ 号

議 案 第 ４ 号

議 案 第 ５ 号

報 告 事 項

議 案 第 １ １ 号

議 案 第 １ ２ 号

議 案 第 １ ３ 号

議 案 第 １ ４ 号

報 告 事 項

報 告 事 項

報 告 事 項

議 案 第 ６ 号

議 案 第 ７ 号

議 案 第 ８ 号

協 議 事 項

議 案 第 ９ 号

議 案 第 １ ０ 号

議 案 第 １ ９ 号

議 案 第 ２ ０ 号

教育委員会議案等（令和６年度） 
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                    Ι 教育行財政 教育委員会議案等（令和６年度）                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議名 開会日 案　件　名

令和７年度当初教職員人事異動の方針・細部事項について

川越市河越館跡整備検討委員会委員を委嘱することについて

教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの承認を求めることについて
（川越市立小学校教師用指導書等の取得について（追認））

教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの承認を求めることについて
（川越市立小学校教師用指導書等の取得について（追認））

教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの承認を求めることについて
（川越市立小学校教師用指導書等の取得について（追認））

第１、２回川越市立小中学校適正規模・適正配置審議会について

令和６年度全国学力・学習状況調査及び令和６年度埼玉県学力・学習状況調査の結果について

中央公民館分室の今後の方向性について

教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの承認を求めることについて
（川越市立学校職員服務規程の一部を改正する規程を定めることについて）

川越市立城南中学校南側急傾斜地崩壊防止対策工事請負契約について

仮称霞ケ関北市民センターの整備進捗状況について

仮称芳野市民センターの整備進捗状況について

公民館敷地等の土地賃借料の支払遅延及び遅延損害金について

市内小学校におけるいじめ重大事態の発生について

今後における教師用指導書等の購入について

令和７年度川越市教職員研修計画の方針等について

令和７年度一般会計予算（教育費）要求について

令和６年度一般会計補正予算（教育委員会所管分）について

第11回
臨時会

R6.12.9 教育委員会委員の辞職の同意について

教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの承認を求めることについて
（訓令の形式を左横書きに改める訓令を定めることについて）

川越市教育委員会規則の形式を左横書きに改める規則を定めることについて

川越市教育委員会規程の形式を左横書きに改める規程を定めることについて

川越市教育委員会告示の形式を左横書きに改める告示を定めることについて

川越市立図書館協議会委員を委嘱することについて

令和７年度川越市教職員研修計画について

川越市立初雁中学校体育館空調設備等整備工事請負契約ほか７件について

第３回川越市立小中学校適正規模・適正配置審議会について

令和７年度川越市立川越高等学校生徒募集要項について

学校給食の現状と今後の在り方について

令和７年度教育行政方針と主要な施策について

川越市社会教育委員を委嘱することについて

R6.9.26

第９回
定例会

R6.10.24

第10回
定例会

R6.11.11

第12回
定例会

R6.12.26

議 案 第 ３ ６ 号

議 案 第 ３ ７ 号

第13回
定例会

R7.1.23

議 案 第 ３ ２ 号

議 案 第 ３ ３ 号

議 案 第 ３ ４ 号

議 案 第 ３ ５ 号

報 告 事 項

報 告 事 項

報 告 事 項

協 議 事 項

協 議 事 項

議 案 第 ２ ７ 号

議 案 第 ２ ８ 号

議 案 第 ２ ９ 号

議 案 第 ３ ０ 号

議 案 第 ３ １ 号

報 告 事 項

報 告 事 項

報 告 事 項

報 告 事 項

議 案 第 ２ ３ 号

議 案 第 ２ ４ 号

議 案 第 ２ ５ 号

報 告 事 項

報 告 事 項

議 案 第 ２ ６ 号

報 告 事 項

報 告 事 項

議 案 第 ２ １ 号

議 案 第 ２ ２ 号

第８回
定例会

報 告 事 項

議案番号等
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Ι 教育行財政 教育委員会議案等（令和６年度）                        

 

 

 
・議案 ５１件（取り下げ１件） 
・報告 ２７件           合計 ８２件 
・協議  ４件 

会議名 開会日 案　件　名

令和７年度学校教職員管理職人事について

教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの承認を求めることについて
(川越市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を定めることについて)

教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの承認を求めることについて
(川越市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する規程を定めることについて)

教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの承認を求めることについて
(川越市立高等学校管理規則の一部を改正する規則を定めることについて)

川越市立高等学校通則の一部を改正する規則を定めることについて

川越市立中学校教師用指導書等の取得について

令和６年度一般会計補正予算(教育委員会所管分)について

川越市文化財保護審議会委員を委嘱することについて

川越氷川祭の山車行事山車等修理検討委員会委員を委嘱することについて

次期川越市教育振興基本計画策定に係るアンケート調査の実施結果について

令和７年度教育行政方針と主要な施策について

史跡河越館跡保存活用計画（案）について

令和６年度包括外部監査の結果について

中学校部活動の地域連携・地域移行の進捗状況について

教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの承認を求めることについて
（学校教職員管理職人事について）

川越市教育委員会職員人事について

川越市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する規程を定めることについて

川越市学校運営協議会規則の一部を改正する規則を定めることについて（取り下げ）

川越市公民館運営審議会委員を解職することについて

川越市いじめ問題対策委員会委員を委嘱することについて

次期川越市教育振興基本計画策定に係るアンケート調査の報告書（案）について

第４回川越市立小中学校適正規模・適正配置審議会について

学校における働き方改革基本方針の変更について

川越市立中学校における部活動地域連携・地域移行推進計画について

議案番号等

報 告 事 項

報 告 事 項

報 告 事 項

報 告 事 項

報 告 事 項

議 案 第 ４ ７ 号

議 案 第 ４ ８ 号

議 案 第 ４ ９ 号

議 案 第 ５ ０ 号

議 案 第 ５ １ 号

報 告 事 項

報 告 事 項

議 案 第 ５ ２ 号

報 告 事 項

報 告 事 項

議 案 第 ４ ０ 号

議 案 第 ４ １ 号

議 案 第 ４ ２ 号

議 案 第 ４ ３ 号

議 案 第 ４ ４ 号

議 案 第 ４ ５ 号

議 案 第 ４ ６ 号

第14回
定例会

議 案 第 ３ ８ 号

議 案 第 ３ ９ 号

R7.2.12

第15回
定例会

R7.3.24
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                    Ι 教育行財政 事務局組織の主な事務と教育機関                      

 

   

 

（  　）内は令和７年４月１日現在の職員数 

(13)

(1) (29)

(9)

,

（108）

(12)

(15)

(3)

(16)

(10)

(120)

（300）

(180)

教
育
総
務
課

総 務 担 当
教育委員会の会議、職員人事、職員の服務及び給与、規則の制定及び改廃、公文
書の保管、教育行政に関する相談、育英制度、大学奨学金制度、職員の研修・厚
生、他課の主管に属さない事項

企画調整 担当 教育委員会の基本計画、教育委員会の長期総合計画、教育の調査統計、教育費予
算の総括、川越市の教育の発刊、事務局及び部内の連絡調整

学校施設 担当
学校の設置・管理及び廃止、学校の用に供する財産の管理、学校施設の補助金
等、学校施設の工事計画

教
育
財
務
課

教
育
総
務
部

財 務 担 当 就学援助、学校予算の執行及び調整

学童保育管理担当 学童保育室の設置・管理及び廃止、学童保育室の運営

学童保育入室担当 学童保育室の入退室、学童保育室の整備及び施設の維持

こどもたちの社会体験等の支援、学校応援団活動の支援、地域ぐるみで教育を推
進するための組織、その他地域教育の推進・支援、青少年・成人・女性及び高齢
者教育、社会教育関係団体の指導育成、社会教育委員、その他社会教育活動及び
地域教育活動、社会教育施設の設置及び廃止

地
域
教
育
支
援
課

地域教育支援担当

人権教育 担当
人権教育の企画・指導・助言及び連絡調整、人権教育関係機関及び団体、集会所
事業の運営指導、人権教育推進協議会、その他人権教育の推進

教
　
育
　
長

（

事
務
局

)

管 理 担 当
文化財の指定及び解除、文化財の保存及び管理、指定文化財補助金、文化財保護
審議会、文化財保護関係団体の育成文

化
財
保
護
課

調 査 担 当 文化財の調査及び活用、文化財保護意識の啓発

史 跡 担 当 文化財保護と開発事業との調整、埋蔵文化財の発掘調査、史跡の整備と活用

学
校
管
理
課

学 務 担 当
児童生徒の就学、通学区の制定及び改廃、学校との連絡調整、部内の連絡調整
特別支援教育奨励費事務、教科用図書給与事務

教 職 員 担 当
教職員の人事及び給与、教職員の事故、教職員の服務についての助言及び指導、
人事評価、オールマイティーチャー

校種間連携担当 校種間連携教育、学校評価、地域人材活用、コミュニティ・スクール、教職員の
負担軽減、教職員の健康管理、語学指導補助員の派遣

学
校
教
育
部

教
育
指
導
課

教育指導 担当
教育課程・学習指導への指導助言、教科用図書の採択・教材の取扱い、学習指導
の評価、教育職員の研修、学校の教育活動全般への指導助言

生徒指導 担当 生徒指導、安全教育・安全指導についての指導助言

保 健 担 当
児童生徒及び学校職員の健康診断、学校環境衛生及び学校感染症、学校医・学校
歯科医及び学校薬剤師、医療費補助、学校保健会、日本スポーツ振興センター、
その他学校保健活動

ＩＣＴ 教育 担当
学校教育におけるＩＣＴの活用の推進、ＩＣＴに係る事務、学校教育情報化推進
計画の策定

学校給食の計画・調査研究・管理及び運営、食に関する指導の計画、材料納入業
者の登録申請、材料の調達、学校給食の安全衛生、川越市立学校給食センター運
営委員会、学校給食に係る指導助言・啓発・研修、学校給食センターの指導及び
連絡調整、学校給食施設設備の設置・管理及び廃止

学
校
給
食
課

管 理 担 当

学校給食費担当 学校給食費の調定・収納、学校給食費の督促及び滞納整理

教
育
総
務
部
所
管

（

教
育
機
関

)

※公民館１８館１分館１分室（33）、図書館４館（47）、博物館（12）、学童保
育室３２室（28）、小堤集会所、視聴覚ライブラリー、川越城本丸御殿、蔵造り
資料館

※公民館の職員数は、中央・南・北・高階南・大東南・霞ケ関西・伊勢原公民館
の７館の職員数。なお、市民センター兼務の職員を含んだ職員数は１２５人。

学
校
教
育
部
所
管

教育センター（11）、教育センター第一分室（リベーラ）（5）、教育センター
第二分室、学校給食センター３センター（77）、小学校３２校（13）、中学校
２２校（17）、特別支援学校（1）、市立高校（56）、学校環境衛生検査セン
ター

事務局組織の主な事務と教育機関 
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Ι 教育行財政 主な教育機関の組織と事務                         

 

 

 

 

各公民館（事業担当）

(33) (9) (24)

(47) (23)

各図書館（奉仕担当）

(24)

(12)

(16)

(56)

菅間学校給食センター
（調理担当）

今成学校給食センター

（調理担当）

※学校給食センターの統括は、学校給食課にて行う。
(77)

公
　
民
　
館

中
央
公
民
館

管 理 担 当
施設・設備の維持管理及び整備、公民館使用等の運営管理、公文書の保管
その他庶務、公民館運営審議会、町内公民館の援助、他機関・団体との連
絡提携、主管事務の統計

事 業 担 当
各種学級・講座・講習会及び展示会等の企画・実施、各種団体及びグルー
プの育成・援助・相談事業

※各公民館の職員数は、南・北・高階南・大東南・霞ケ関西・伊勢原公民
館の６館の職員数

図
　
書
　
館

中
央
図
書
館

管 理 担 当
施設・設備の維持管理、図書館予算の執行及び調整、図書館協議会、図書
館関係団体及び他機関との連絡及び調整

資 料 担 当
図書館資料の収集・整理及び保存、調査相談、寄贈又は寄託資料、資料の
目録編纂・調査及び統計、復刻複製刊行、その他資料に関すること

奉 仕 担 当
図書館資料の利用に関すること、読書案内及び読書相談、複写サービス、
対面朗読、分室の運営及び団体貸出、その他奉仕に関すること

博
　
物
　
館

管 理 担 当
施設・設備の維持管理、入館料その他諸収入、博物館協議会、博物館関係
団体との連絡及び調整

学 芸 担 当
常設展示及び特別展示、資料の利用許可、資料の寄贈及び寄託、資料の収
集・保管及び管理、資料に関する専門的・技術的な調査研究

教 育 普 及 担 当
講演会・研究会・講座等の開催、資料に関する解説書・目録・図録・研究
報告書等の刊行、体験学習室・視聴覚ホール及びビデオルームの企画及び
運営、展示解説員、学校教育の援助、他の博物館・公民館・図書館その他
関係機関との協力

管 理 担 当

教
育
セ
ン
タ
ー

管 理 担 当
教育センターの庶務、関係機関との連絡調整、教育の充実と振興を図るた
めに必要な事業

研 修 担 当
教育関係教職員研修の計画及び実施、教育に関する専門的・技術的事項に
係る調査研究、資料の収集・提供

教 育 相 談 担 当 教育相談・特別支援教育・就学支援に関すること

学校給食の調理及び洗浄業務、給食材料の検収及び保管、献立原案及び献
立台帳の作成、配送及び回収、衛生管理、施設設備の維持管理及び自動車
の安全管理、食に関する指導の実施、職員の安全管理及び福利厚生、その
他学校給食に関すること

菅間第二学校給食センター

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

（

学
校
給
食
課

)

第一分室（リベーラ）、第二分室

市
立
高
校

教 員

施設の維持管理に関すること、授業料等の徴収に関すること、諸証明の発
行に関すること、入学試験に関すること、関係機関・団体との連絡調整に
関すること、その他学校事務に関すること

主な教育機関の組織と事務 
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                     Ι 教育行財政 第三次川越市教育振興基本計画                     

 

 
 
本市の教育振興のために必要な施策を総合的かつ計画的に推進するため、「第三次川越市教育振興基

本計画」を策定した。 

 

１．計画の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三次川越市教育振興基本計画 

基本理念 

生きる力を育み未来を拓く川越市の教育 

３つの目標  
 

１ 志を高くもち、自ら学び考え、行動する子どもの育成 

２ 安全・安心で学びを保障する教育環境の整備 

３ 郷土に誇りをもち、生きがいや思いやりに満ちた、誰もが 

活躍できる社会の実現 
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Ι 教育行財政 第三次川越市教育振興基本計画                       

 

重点施策 
 

確かな学力の育成 

豊かな心と健やかな体の育成 

学びを支える教育環境の整備・充実 

２．重点的な取組 
基本理念の実現に向けて、特に、次代を担う子どもたちがたくましく未来を切り拓き、よりよい社会 

を築いていくために必要な力を育成することが重要である。そのため、本市の児童生徒の現状、学習指

導要領の実施、第二次計画期間での課題などを踏まえ、９つの施策のうち、令和３年度から５年間、特

に力を注ぐべき施策を、次のとおり重点施策として選定する。 

 その他の施策についても本市教育にとって大切なものであり、教育委員会として全力を挙げて取り組

んでいく。 

 

 

 

 
 

 

 

 

３．計画の期間 

 本計画の計画期間は、令和３年度（２０２１年度）から令和７年度（２０２５年度）までの５年間と

する。 

 

４．施策体系 
施策１ 確かな学力の育成 

施策の柱 細施策 

 

施策２ 豊かな心と健やかな体の育成 
施策の柱 細施策 

 

施策３ 自立する力の育成 

施策の柱 細施策 

 

施策４ 多様なニーズに対応した教育の推進 
施策の柱 細施策 
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                     Ι 教育行財政 第三次川越市教育振興基本計画                     

 

施策５ 教育の質を高める環境の充実 
施策の柱 細施策 

施策６ 学びを支える教育環境の整備・充実 
施策の柱 細施策 

 

施策７ 家庭・地域の教育力の向上 
施策の柱 細施策 

 

施策８ 生涯学習活動の推進 
施策の柱 細施策 

 

施策９ 文化財の保存と活用 
施策の柱 細施策 
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Ι 教育行財政 点検及び評価・令和７年度教育行政の主要な施策                                           

 

 
  

平成１９年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され（平成２０年４月１日
施行）、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を
行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表することになった。また、
点検及び評価を行うに当たり、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとされた。川
越市教育委員会においても、平成２０年度から前年度に実施した事務について点検及び評価を行って
いる。 

更に、平成２４年度から川越市教育振興基本計画の施策を対象とし、川越市教育振興基本計画の進
行管理と併せて、点検及び評価を実施することとした。 

なお、平成２２年度から文化及びスポーツに関する事務は、教育委員会から市長部局に移管されて
いるが、川越市教育振興基本計画の進行管理の中で、市長部局における事務事業の点検及び評価も併
せて実施している。 

令和４年度からは、本市教育委員会が所掌する施策や事業に限定した第三次川越市教育振興基本計
画の進行管理と併せて、点検及び評価を実施しているため、文化及びスポーツに関する事務事業は、
市長部局の各課それぞれが所掌する個別計画の中で進行管理を行っている。 

 
 

 
 川越市教育委員会では、第三次川越市教育振興基本計画の施策から、今年度の主要な施策を定め、
総合的、計画的に施策を推進していく。 

 
○施策１ 確かな学力の育成  
（1）学力向上の推進  
    ①主体的・対話的で深い学びの視点か 
       らの授業改善の推進 

 ②各種調査結果の分析・活用 
 ③少人数指導の推進 
 ④ＩＣＴ活用の推進 
 ⑤家庭学習の充実 

 

（2）校種間連携の推進  
 ①小中連携、小中一貫教育の推進 

 

（3）グローバル化に対応する教育の推進 
①英語指導助手の配置事業の充実 
②小学校・中学校英語教育の充実 

 

（4）学校教育の情報化の推進  
①情報活用能力の育成 
②情報セキュリティ・モラルに関する資質・ 
能力の育成 

③教育の情報化に関する推進体制の充実 
④ＩＣＴ環境の整備 

  
○施策２ 豊かな心と健やかな体の育成  
（1）豊かな心を育む教育の推進  
    ①道徳教育の充実 

 ②規律ある態度の育成の推進 
 ③伝統や文化に関する教育の充実 
 ④読書活動の充実 
 ⑤体験活動の充実 

 

（2）生徒指導の充実  
 ①いじめ防止対策の推進 

②不登校対策の推進 
③教育相談の充実 

（3）健康の保持増進と体力向上の推進 
①学校保健活動の推進 
②「いのちの教育」の推進 
③体力向上の推進 

 

 
○施策３ 自立する力の育成  
（1）進路指導・キャリア教育の充実 
    ①地域・関係機関と連携した社会体験 

活動の充実 
 ②小学校・中学校・高等学校の系統的な 

キャリア教育の充実 

（2）主体的に社会の形成に参画する力の育成 
 ①主権者教育の推進 

②環境教育の推進 
③消費者教育の推進 

 
 
 
  

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価 

令和７年度 教育行政の主要な施策 
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                    Ι 教育行財政 令和７年度教育行政の主要な施策 

 

○施策４ 多様なニーズに対応した教育の推進  
（1）特別支援教育の充実 
    ①一人ひとりのニーズに応じた指導や 

支援の充実 
 ②就学支援の充実 

 

（2）一人ひとりの状況に応じた支援 
 ①多様化する学校課題を解決する事業の推 

進 
②外国人児童生徒支援の充実 
③教育機会均等化のための支援 

  
○施策５ 教育の質を高める環境の充実  
（1）教職員の資質向上  
    ①教職員研修の充実 

 ②中堅教職員・臨時的任用教員の育成 
 ③教職員研修の効果的な実施 

 

（2）教職員の働き方改革  
 ①勤務時間を意識した働き方の推進 

②事務負担軽減への取組 

（3）魅力ある市立川越高等学校づくりの推
進 
①市立川越高等学校の活性化・特色化 
の推進 

②進路指導力向上のための教職員研修 
の充実 

（4）市立特別支援学校の充実  
①市立特別支援学校の整備・充実 
 

  
○施策６ 学びを支える教育環境の整備・充実  
（1）学校施設の整備・充実  
    ①小・中学校施設大規模改造工事の推 

進 
 ②小・中学校重要設備の更新 
 ③小・中学校空調設備設置の推進 
  

（2）学校給食の充実  
 ①給食内容の充実 

 

（3）子どもたちの安全・安心の確保 
①防災教育の推進 
②学童保育の充実 

 

   
○施策７ 家庭・地域の教育力の向上  
（1）家庭や地域の教育力向上 

①家庭教育の支援 
（2）家庭・地域と学校の連携・協働 

①コミュニティ・スクールの導入の推進 
②学校・家庭・地域の連携推進 
③放課後子供教室の推進 

  
○施策８ 生涯学習活動の推進  
（1）市立公民館の充実  
    ①ライフステージにおける課題や現代 

的課題の学習 
 ②生涯学習活動の拠点としての公民館 

の運営 
 ③公民館の設置及び既存公民館の整備 

 

（2）市立図書館の充実  
 ①図書館サービスの充実 

②図書館を利用した学習活動の推進 
③図書館施設運営整備事業の推進 

（3）市立博物館の充実 
①展示機能の充実 
②郷土資料の収集・保存 
③教育普及事業の充実と学校教育との 
連携強化 

④博物館・蔵造り資料館の整備 

 

   
○施策９ 文化財の保存と活用  
（1）文化財の保存と活用 

①文化財の保存と活用 
②無形民俗文化財の保存と後継者の育 
成 

   ③河越館跡の整備・活用 
   ④山王塚古墳の保護 

（2）地域の歴史や伝統文化の継承 
①地域の歴史・伝統文化の継承に向けた学 
びの促進 
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Ι 教育行財政 教育財政                                                                                               

 

歳出合計 
1,369億7,000万円 

 (100％) 

 

ぐ  

 

令和７年度 川越市一般会計歳入（当初予算）    令和７年度 川越市一般会計歳出（当初予算） 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

令和７年度 教育費目的別当初予算の構成    令和７年度 教育費性質別当初予算の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

※構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100％とはなりません。 

総務費(10.4％) 

141億9,583万4千円 

教育費(12.5％) 

171億1,482万2千円 

衛生費(10.8％) 

148億592万円5千円 

土木費(7.6％) 

103億5,410万1千円 

消防費(4.1％) 

56億6,104万3千円 

その他(2.0％) 

27億6,550万3千円 

合 計 
171億1,482万2千円 

(100％) 

 

教育総務費(24.5％) 

41億9,264万6千円 

学校保健費(20.1％) 

34億4,828万9千円 

小学校費(19.0％) 

32億5,550万5千円 

中学校費(9.4％) 

16億1,117万2千円 

高等学校費(7.0％)

11億9,159万7千円 

特別支援学校費(0.1％) 

1,164万1千円 

合 計 
171億1,482万2千円 

(100％) 

 

物件費・その他(31.7％) 

54億1,784万9千円 

扶助費(13.0％) 

22億3,183万3千円 

歳入合計 
1,369億7,000万円 

 (100％) 

 

市税(44.7％) 

611億7,768万4千円 

国庫支出金(18.4％)

251億7,033万5千円 

市債(8.3％) 

113億5,800万円 

社会教育費(19.9％) 

34億397万2千円 

公債費(7.1％) 

97億812万9千円 

教育財政  

県支出金(7.3％)

100億1,118万8千円 

 

繰入金(3.2％) 

44億4,100万8千円 

その他(11.8％) 

162億1,178万5千円 

人件費(33.6％) 
57億4,369万8千円 

投資的経費(21.7％) 

37億2,144万2千円 

民生費(45.5％) 
623億6,464万3千円 

地方消費税交付金(6.3％) 

86億円 
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        Ι 教育行財政 令和７年度並びに令和６年度教育費当初予算（歳出) 

 

 

 

 

 

令和７年度
当初予算

令和６年度
当初予算

比較増減額 対前年度増減率

136,970,000 128,350,000 8,620,000 6.7

17,114,822 16,286,599 828,223 5.1

目

1. 教 育 総 務 費 4,192,646 4,049,069 143,577 3.5

1. 教 育 委 員 会 費 4,518 4,480 38 0.8

2. 事 務 局 費 2,087,072 1,842,227 244,845 13.3

3. 幼 稚 園 費 2,090,428 2,193,216 △ 102,788 △ 4.7

4. 諸 費 10,628 9,146 1,482 16.2

2. 小 学 校 費 3,255,505 2,152,636 1,102,869 51.2

1. 学 校 管 理 費 1,065,539 1,123,411 △ 57,872 △ 5.2

2. 教 育 振 興 費 192,366 198,625 △ 6,259 △ 3.2

3. 学 校 建 設 費 0 24,800 △ 24,800 皆減

4. 小 学 校 体 育 館 空 調 設 備 等 整 備費 1,997,600 805,800 1,191,800 147.9

3. 中 学 校 費 1,611,172 2,360,692 △ 749,520 △ 31.8

1. 学 校 管 理 費 969,774 900,192 69,582 7.7

2. 教 育 振 興 費 169,598 191,300 △ 21,702 △ 11.3

3. 学 校 建 設 費 0 7,200 △ 7,200 皆減

4. 中 学 校 体 育 館 空 調 設 備 等 整 備費 471,800 1,262,000 △ 790,200 △ 62.6

4. 高 等 学 校 費 1,191,597 1,032,137 159,460 15.4

1. 高 等 学 校 総 務 費 1,191,288 1,031,828 159,460 15.5

2. 教 育 振 興 費 309 309 0 0.0

5. 特 別 支 援 学 校 費 11,641 15,911 △ 4,270 △ 26.8

1. 特 別 支 援 学 校 費 11,641 15,911 △ 4,270 △ 26.8

6. 社 会 教 育 費 3,403,972 3,125,516 278,456 8.9

1. 社 会 教 育 総 務 費 1,304,013 1,207,219 96,794 8.0

2. 学 童 保 育 費 1,197,792 1,005,333 192,459 19.1

3. 人 権 教 育 費 6,884 6,757 127 1.9

4. 文 化 財 保 護 費 92,690 184,806 △ 92,116 △ 49.8

5. 博 物 館 管 理 費 93,775 83,381 10,394 12.5

6. 公 民 館 費 172,731 202,299 △ 29,568 △ 14.6

7. 図 書 館 費 378,887 332,221 46,666 14.0

8. 蔵造り資料館耐震化事業費 157,200 103,500 53,700 51.9

7. 学 校 保 健 費 3,448,289 3,550,638 △ 102,349 △ 2.9

1. 学 校 保 健 総 務 費 845,134 814,761 30,373 3.7

2. 学校給食セ ンタ ー管 理費 2,603,155 2,735,877 △ 132,722 △ 4.9

（単位：千円・％）

費　　　　目

一 般 会 計 総 額

教 育 費 総 額

項

令和７年度並びに令和６年度教育費当初予算（歳出） 
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Ι 教育行財政 児童生徒１人当たり教育費及び需用費・令和７年度主な事業                    

 

 

 

（単位：円） 
 

 

年度  

  
種別 

R4 R5 R6(決算見込み) R7(当初予算) 

 

 

左のうち 
需用費 

 
 

左のうち 
需用費 

 左のうち 
需用費 

 

 

左のうち 
需用費 

小 学 校 62,524 28,917 65,679 30,480 67,124 31,674 64,617 31,231

中 学 校 90,207 35,357 101,545 35,195 132,000 40,579 112,633 39,590

市 立 高 校 957,407 49,162 822,485 51,670 1,076,730 46,134 1,433,560 50,016

特別支援学校 327,660 73,282 243,919 50,947 311,513 56,007 264,568 44,500

※教育振興費及び学校建設費等を除く 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

児童生徒１人当たり教育費及び需用費  

○オールマイティーチャー配置事業 

○英語指導助手配置事業 

○川越市教育委員会免許法認定講習（特別支援教育） 

○消防設備・電気設備・受水槽等改修工事（小学校） 

○水泳指導業務委託（小学校） 

○小学校情報教育推進 

○就学援助・給食費援助（小学校） 

○小学校体育館空調設備等整備（第２期） 

○小学校体育館空調設備等整備（第３期） 

○消防設備・電気設備・受水槽等改修、特別教室空調設置 

工事（中学校） 

○中学校情報教育推進 

 

○部活動地域連携・地域移行事業 

○就学援助・給食費援助（中学校） 

○中学校体育館空調設備等整備（第２期） 

○〈新〉空調設備改修工事（市立川越高等学校） 

○トイレ改修工事（市立川越高等学校） 

○放課後子供教室の実施 

○学童保育室改修工事 

○文化財保存事業費補助金 

○〈新〉中央図書館外部等改修工事 

○蔵造り資料館店蔵耐震化工事 

○〈新〉菅間学校給食センター厨房設備改修工事 

令和７年度 主な事業 
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                               Ι 教育行財政 教育総務課                                           

 

 

 

 
 
【令和７年度事業予定】 

・経済的に教育費などの支出が困難な方に、資金の貸付を行う。 

 

対 象 者 

次の条件を満たしている方 

・市内に引き続き６か月以上住所を有する方 

・高等学校・中等教育学校（後期課程に限る）・高等専門学校・大学（短期大学を含む）・専

修学校に入学する方、又は在学中の方 

・心身健全であり、かつ、学業成績の良好な方 
・学校長の推薦を受けられること 

貸付金額 

区 分 貸 付 金 額 

学資金（月額） 

高等学校 
中等教育学校（後期課程に
限る）・専修学校 

国公立  13,000円 

私 立  20,000円 

高等専門学校   16,000円 

大学（短期大学を含む）   30,000円 

入学準備金 

高等学校 

中等教育学校（後期課程に

限る）・専修学校 

国公立 150,000円 

私 立 280,000円 

高等専門学校 160,000円 

大学（短期大学を含む） 360,000円 

手  続 
貸付を希望する方は、教育委員会が定める期間内に、所定の書類を用意して教育委員会へ提

出する。 

償  還 
貸付を受けた方が卒業して６か月は据置期間とする。 

据置期間終了後、貸付期間の２倍の期間によって償還しなければならない。 

 
【令和６年度事業実績】 

過去３年間の貸付状況                                                   （単位：人・円） 

 

年度

種別 

R4 R5 R6 

貸付者数 貸付金額 貸付者数 貸付金額 貸付者数 貸付金額 

学 資 金 54(11) 17,712,000 47(11) 15,072,000 49(13) 15,780,000 

入学準備金 9 2,920,000 13 3,760,000 7 1,910,000 

（   ）内は新規・内数 
 
 
 
 

１．教育総務課 Tel：049-224-6074  

（１）育英資金の貸付制度 
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Ι 教育行財政 教育総務課                                           

 

 

 
 

【令和７年度事業予定】 

・学業成績が優秀な学生であって、経済的理由により大学（大学院及び短期大学を除く）における修

学が困難なものに対して、奨学金を支給する。 

 

申請対象者 

次の条件をすべて満たしている方 

・申請時点において、市内に引き続き１年以上住所を有すること 

・高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）の最終学年又は、高等専

門学校第３学年に在学していて修業年限が４年又は６年の大学（大学院及び短期大学を除

く）へ翌年４月に進学すること 

・世帯全員の所得額の合計(世帯所得)が基準額未満（注1）であること 

・高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）及び高等専門学校におけ

る全科目成績評価が３．５（５段階評価）以上であること（第１学年、第２学年、第３学

年（１学期）の平均） 

・学校長の推薦を受けられること 

支給金額 
（注2） 

区 分 支 給 金 額（上限） 

学資金（月額） 37,500円  

入学準備金 200,000 円 

募集人数 5 名程度 

選  考 第 1次選考（書類審査）、第 2 次選考（個人面接）にて奨学生を決定 

 
（注 1）世帯所得の基準額 
世帯人数 2 人 3 人 4 人 5 人以上 

世帯所得額 340 万円 380 万円 450 万円 490 万円 

 
（注 2）国の高等教育の修学支援新制度により入学金や授業料の減免を受ける方は、支援区分により支給金

額が異なる。 
 
【令和６年度事業実績】 

過去２年間の支給状況                          （単位：人・円） 

 

年度

種別 

R5 R6 

対象者数 支給金額 対象者数 支給金額 

学 資 金 19（11） 3,981,000 18（8） 3,132,000 

入学準備金 5（2） 280,000 5（3） 470,000 

※（   ）内は支給者数 

※各年度に決定した奨学生に対する学資金の支給は翌年度予算による 

（２）川越市大学奨学金支給事業 
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                               Ι 教育行財政 教育総務課                                           

 

                                                        
 

【令和７年度事業予定】 

・主要な施策や事務事業の取組状況について、川越市教育振興基本計画の進行管理と併せて点検及び

評価を行い、課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図

る。また、その結果に関する報告書を作成・公表する。 

 

【令和６年度事業実績】 

・「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（令和５年度対象）」を発行し、ホ

ームページに公開した。（１０月） 

 

 

【令和７年度事業予定】 

・「第三次川越市教育振興基本計画」（令和３年度～令和７年度）に基づき、９つの施策から今年度特

に力を注ぐ主要な施策を定め、公表している。 

 

【令和６年度事業実績】 

・「令和６年度教育行政の主要な施策」を策定し、ホームページに公開した。 

 

 

【令和７年度事業予定】 

・本市の教育行政及び各教育機関の概要をとりまとめたもので、毎年７月に発行している。 

  

【令和６年度事業実績】 

・７月に発行し、関係機関へ配布した。（合計８１部発行） 

 

 

 

（３）教育委員会の点検・評価 

（４）教育行政の主要な施策 
 

（５）「川越市の教育」の発行 
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Ι 教育行財政 教育財務課                                

 

 

 

 
【令和７年度事業予定】 

・経済的な理由により就学が困難な児童及び生徒の保護者に対して必要な援助を行うことによって、

義務教育の円滑な実施に資する。 

 

 

 

 

 

対象世帯 

次の条件を満たしている世帯 

・令和７年度中に「生活保護が停止、または廃止」になった世帯 

・児童扶養手当法による「児童扶養手当」を受給中の世帯 

・生活保護世帯に準ずる程度に困窮している世帯 

援助内容 

支給項目 

支給金額（年額） 

備  考 
小学生 中学生 

新入学児童 

生徒学用品費等 
57,060 円 63,000 円 1 年生で 4 月が認定月の方 

学用品費等 

1 年生：13,230 円 1 年生：25,040 円 

(年額)/12×該当月数分を支給 

2～6 年生：15,500 円 2～3 年生：27,310 円 

校外活動費(泊有) 上限：3,690 円 上限：6,210 円 交通費・見学料が支給対象 

修学旅行費 対象経費の実費 
団体行動以外の経費、アル

バム代などは対象外 

学校給食費 実  費 
欠食等による減額分は対象
外 

通学費 上限 40,020 円 上限 80,880 円 
公共交通機関で通学区域外
の特別支援学級に通学する
場合のみ支給 

医療費 
医療券の交付 
学校から治療の勧告を受けた指定の疾患のみ 
平成 30 年度より要保護者及び被災者のみ 

認定後の事務については 
教育指導課で取り扱う 

手  続 
就学援助の受給を希望する保護者は、教育委員会が定める申請書に必要事項を記入し、認定審
査に必要となる書類を添付して教育委員会へ提出する。 

２．教育財務課 Tel：049-224-6083  

（１）就学援助 
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                               Ι 教育行財政 教育財務課                 

 

【令和６年度事業実績】                       （単位：人・円） 

 

小 学 校 中 学 校 合 計 

対象者 支給額 対象者 支給額 対象者 支給額 

新入学児童生徒学用品費等 281 16,033,860 408 25,704,000 689 41,737,860 

新入学児童生徒学用品費等 

（差額支給分） 
273 819,000 0 0 273 819,000 

学用品費、通学用品費、校外活動

費（宿泊を伴わないもの） 
2,465 32,147,981 1,395 32,528,164 3,860 64,676,145 

校外活動費（宿泊を伴うもの） 343 1,265,670 0 0 343 1,265,670 

修 学 旅 行 費 382 9,149,700 391 23,452,500 773 32,602,200 

学 校 給 食 費 2,450 100,538,351 1,378 68,712,758 3,828 169,251,109 

通 学 費 0 0 1 54,560 1 54,560 

医 療 費 0 0 0 0 0 0 

合 計  159,954,562  150,451,982  310,406,544 
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Ι 教育行財政 教育財務課                                

 

 

 
【令和７年度事業予定】 

・老朽化した学校施設の耐久性の向上を図るため、大規模改造工事等を計画的に実施する。 

事 業 名 学 校 名 主な改修内容 

大規模改造工事 

川越小学校 

外壁、屋上防水 
野田中学校、芳野中学校、南古谷中学校、

川越西中学校、鯨井中学校 

トイレ改修工事 

川越第一小学校、仙波小学校、牛子小学校、

高階小学校、高階南小学校、高階北小学校、

寺尾小学校、福原小学校、大東東小学校、

霞ケ関小学校、名細小学校、 

大便器の洋式化、床の乾式化、 

配管改修 

 

【令和６年度事業実績】 

事 業 名 学 校 名 主な改修内容 

大規模改造工事 

新宿小学校、広谷小学校 

外壁、屋上防水 

野田中学校、南古谷中学校、鯨井中学校 

トイレ改修工事 

仙波小学校 
大便器の洋式化、床の乾式化、 

配管改修 
大東中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）小中学校施設の大規模改造事業 
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                               Ι 教育行財政 教育財務課                 

 

 

 

【令和７年度事業予定】 

・児童生徒の体調管理や熱中症対策等を目的として、小中学校特別教室等の空調設備の整備を推進す

る。 

対 象 学 校 名 

特別教室 初雁中学校、富士見中学校、高階西中学校、霞ケ関西中学校 

体育館 

＜第２期＞令和６年１２月～令和７年８月 継続事業 

川越第一小学校、川越小学校、今成小学校、福原小学校、大東東小学校、 

霞ケ関小学校、名細小学校 

＜第３期＞令和７年９月～令和８年２月 継続事業 

中央小学校、武蔵野小学校、新宿小学校、大塚小学校、泉小学校、月越小学校、 

芳野小学校、古谷小学校、南古谷小学校、高階西小学校、大東西小学校、 

霞ケ関南小学校、霞ケ関東小学校、霞ケ関西小学校、川越西小学校、上戸小学校、

広谷小学校、山田小学校 

＜第２期＞令和６年１２月～令和７年８月 継続事業 

初雁中学校、野田中学校、芳野中学校、東中学校、南古谷中学校、高階西中学校、

砂中学校、大東西中学校、霞ケ関西中学校、川越西中学校、鯨井中学校 

 

【令和６年度事業実績】 

対 象 学 校 名 

特別教室 高階中学校、寺尾中学校、霞ケ関中学校、山田中学校 

体育館 

＜第１期＞令和６年２月～令和６年１０月 継続事業 

仙波小学校、牛子小学校、高階小学校、高階南小学校、高階北小学校、寺尾小学校、

霞ケ関北小学校 

＜第１期＞令和６年２月～令和６年１０月 継続事業 

川越第一中学校、富士見中学校、城南中学校、高階中学校、寺尾中学校、 

福原中学校、大東中学校、霞ケ関中学校、霞ケ関東中学校、名細中学校、 

山田中学校 
 

（３）小中学校特別教室等の空調設備整備 
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【令和７年度事業予定】 

・川越市の教育の一層の充実のため、小・中学校等の校種間連携を進める。 
・教育委員会と学校が車の両輪として教育を推進するために、定期的に学校訪問を行い、学校と教育

委員会の意思疎通を図り、教育の充実に資する。 

 構成    小中連携                   は令和７年度の委嘱校 

 学 校 名 

１ 川越第一中 

初雁中 

富士見中 

山田中 

川越第一小・仙波小・中央小 

川越小・月越小・今成小 

中央小・今成小・月越小・ (泉小) 

山田小                      

２ 野田中 

城南中 

大東中 

大東西中 

大塚小・泉小・大東東小 

新宿小・(仙波小)・武蔵野小・大塚小 

大東東小・武蔵野小・大塚小 

大東西小 

３ 東  中 

南古谷中 

芳野中 

古谷小・南古谷小 

南古谷小・牛子小 

芳野小                     

４ 高階中 

砂 中 

福原中 

高階北小・高階小・(高階西小) 

高階小・(仙波小)・(牛子小)  

福原小・高階北小              

５ 高階西中 

寺尾中 

高階西小・高階南小 

高階南小・寺尾小・(高階小)     

６ 霞ケ関中 

霞ケ関西中 

霞ケ関小・霞ケ関南小 

霞ケ関西小・霞ケ関南小         

７ 霞ケ関東中 

川越西中 

霞ケ関北小・霞ケ関東小 

霞ケ関北小・川越西小            

８ 名細中 

鯨井中 

名細小・広谷小 

上戸小                          

※１    線は、同じブロックで卒業生が２つ以上の中学校に分かれて進学する小学校 

※２ （    ）は、左の中学校との連携事業に関する訪問等を受ける際の所属ブロック 

主たる所属ブロックは、校名に（    ）の付いていないブロックとする。 

 

特別支援教育連携 

学校名 

市立特別支援学校、初雁中、富士見中 

            ※ 市立特別支援学校は、川越市の特別支援教育のセンターとして、他の小・中学校 

とも随時、必要に応じて連携する。 

１． 学校管理課 Tel：049-224-6109 
 

（１）校種間連携教育 
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                                                               Ⅱ 学校教育 学校管理課 

 

【令和６年度事業実績】 

・各学校が年度当初に計画を立て、年度末に報告を行い、PDCA サイクルによる継続的な改善を行っ

た。その結果、小・中学校で９年間を見通した共通の「目指す児童生徒像」の研究や合同で教科等

の研修を行い、教育課程の連携を中心とした実践に移行してきた。 

 

 

【令和７年度事業予定】 

・ミドルリーダーとして、教育に対する識見を高め、学校課題の分析と解決プランの立案、組織マネ

ジメント、人材育成、危機管理等に必要な資質の向上を図ることを通して、学校運営を推進する人

材を育成する。 

① 年間９回の研修を行う。２年以上継続しての受講も可。 
② 各年度の研修参加人数は１５人程度とする。 
③ 「かわごえ異業種体験研修」に替わり平成２７年度より始まり、今年度１１年目を迎える。 

【令和６年度事業実績】 

・年間９回の研修を実施し、１２人が参加した。 

 

 

【令和７年度事業予定】 

・各学校の課題に応じて教員を配置し、生徒指導体制の充実やいじめの早期発見、学力向上に向け、

こどもたち一人ひとりに応じたきめ細かな教育活動を推進する。 
【令和６年度事業実績】 

 ・小学校４校に４人、中学校７校に７人、計１１人を配置した。 

 

                             

【令和７年度事業予定】 

・川越市立小・中・特別支援学校が特色ある学校づくりを推進していくため、指導体制を整え、多様 
な教育活動や体験活動が展開できるように、地域の方々と連携し、児童生徒の自主的・主体的な取

組の一層の充実を図る。 
【令和６年度事業実績】 

① 実施回数 ２４６回 

② ご協力いただいた地域の方々 ８５９人 

③ 事業の一例……読み聞かせ・中学校運動部活動指導等 

 

 

【令和７年度事業予定】 

・小・中学校における日本語指導が必要な外国人児童生徒等を対象に、語学指導補助員を派遣するこ

とにより、日本語の能力を向上させ、学習への理解を深め、学校生活により順応させることを図る。 
【令和６年度事業実績】 

① 市内小・中学校に在籍する児童生徒１３３人に語学指導補助員２２人を派遣した。 

② 派遣回数は延べ１,２３１回であった。 

（４）地域人材活用事業 
 

（２）かわごえミドルリーダー研修 
 

（３）オールマイティーチャー配置事業 
 

（５）語学指導補助員（日本語指導）配置   
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Ⅱ 学校教育 教育指導課                                 

 

 

 
 

【令和７年度事業予定】 
・キャリア教育の一環として、学校・地域・企業・行政などが連携・協力をしながら職場体験活動を

実施し、学校から社会への移行のために必要な基礎的資質や能力の育成を図り、生徒一人ひとりが

自分の生き方を見つけ、たくましく豊かに生きる力を育むことをねらいとする。 
①実施対象・・・中学校１年生または２年生の生徒 
②実施場所・・・学区内の事業所を最優先とする。 
③実施期間・・・各学校が設定した２～３日間 

   
【令和６年度事業実績】 

・市立中学校全２２校で実施。 
 

 
【令和７年度事業予定】 

・近隣大学のスポーツ分野で活躍する教員・監督・コーチや学生を各市立小学校に招  
き、一緒に体を動かすことを通して、運動の楽しさを児童が実感するとともに、日  
常生活の中で主体的に運動、スポーツに親しむ態度や習慣を育成する。  
主な内容：体育の授業や業間運動のマラソン及びふれあい活動  

 
【令和６年度事業実績】 

・実施校 市内小学校 ６校（武蔵野、南古谷、高階、高階西、大東西、霞ケ関） 

・参加児童数 １，４３０人  

・協力大学 東洋大学（陸上競技部 長距離部門・短距離部門） 

 
 

【令和７年度事業予定】 

・実施なし 
 

【令和６年度事業実績】 

・市立小学校６年生３０名が参加し、生物分野や化学分野に関する実験を中心に体験活動を実施した。 

  ①実 施 日・・・８月２７日 

  ②実施場所・・・川越市立教育センター 

③参加児童・・・市立小学校６年生３０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．教育指導課 Tel：049-224-5483  

（２）トップアスリートふれあい事業 

（１）川越市中学生社会体験事業 
 

（３）科学わくわくラーニングプログラム～①小学生科学体験事業 
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                               Ⅱ 学校教育 教育指導課                                                                

 
 

【令和７年度事業予定】 

・理科実験助手を配置し、体験的な学習及び個別指導などを充実させ、児童の実験・ 
実習の技能の向上、理科に対する興味・関心、知的好奇心や探究心を高める。  
（小学校１５校、中学校６校を予定）  
①理科の実験・実習の準備や補助  
②理科室・理科準備室の整備等  

 

【令和６年度事業実績】 

 ・１６人の理科実験助手を、小学校１５校、中学校７校に配置した（重複有）。 

・２２校に各２０日、合計４４０回の配置を実施した。１回の配置は４時間。 
 
 

【令和７年度事業予定】 

・義務教育の学習内容の定着状況を把握し、教育の成果を検証する川越市独自の調査

とするとともに、進路指導の充実に資する。また、各市立中学校及び教育委員会が

教育指導上の課題を把握し、指導方法の工夫改善を図る資料とする。  
①調 査 対 象・・・各市立中学校の第３学年生徒全員 

②調査対象教科・・・国語・数学・社会・理科・英語 

③調査実施予定日・・・第１回９月３日、第２回１０月２日、第３回１１月５日 
 

【令和６年度事業実績】 

・第３学年を対象に、第１回調査を９月３日、第２回調査を１０月３日、第３回調査を１１月７日に

実施した。 
 

 

【令和７年度事業予定】 

・学校図書館教育の充実を図るために、学校司書を配置する。学校司書は、概ね以下

の活動を行う。  
①学校図書館図書の受入れ・廃棄・配架・貸出し・返却等の事務  
②学校図書館の美化・整理事務  
③児童生徒の読書意欲の喚起や資料提供  
④児童生徒や教職員への資料提供  

 
【令和６年度事業実績】 

・合計２８人の学校司書を各市立小・中・特別支援学校の全校に配置した（重複有）。 

・学校司書の研修会を年３回開催した。 

 
  

【令和７年度事業予定】 

・各市立学校を対象に、児童生徒をネット上のいじめ等から守るために、学校非公式

サイト等の検索及び書き込み等の監視をするとともに、２４時間体制でいじめ等の

相談や情報提供を受け付けるインターネット上の窓口を開設し、適切に対処する。 
・学習者用データを閲覧し、児童生徒及びその関係者の生命・心身・財産に対して脅

威となるものや脅威につながる恐れのあるものを発見し、適切に対処する。  
 

（６）学校図書館学校司書配置 
 

（７）ネットパトロール事業 
 

（４）科学わくわくラーニングプログラム～②理科実験助手派遣事業 
 

（５）川越市中学生学力調査 
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【令和６年度事業実績】 

・各市立学校を対象に、学校非公式サイト等の検索及び書き込み等の監視を通年で行った。 

１４０件の報告 （目視投稿件数１７，０４１件）※学校に報告、指導・対応済み 

＜内訳＞ 

   悩み（学校生活） ０件   いじめに関する投稿 ４件 

   不適切な内容（個人情報に関する内容） １３６件     

・各市立学校を対象とした学習者用コンピュータに関わるネットパトロールを行い、適切に対処した。 

  リスク４（いじめに繋がる記載があるもの）      ・・・      ２５件 

  リスク３（いじめに繋がる恐れがある記載のあるもの） ・・・     １２９件 

  リスク２（学習に関連がなく、不適切な記載のあるもの） ・・・  ２８，２３７件 

  リスク１（問題のないもの）             ・・・ ３４９，０４４件 
 

 

【令和７年度事業予定】 

・リーディング DX スクール事業を通して、ＩＣＴを効果的に活用した授業等の実践を各市立小・中

学校に展開する。なお、指定校２校（市立小学校１校・市立中学校１校）と併せ、協力校として指

定校以外の市立小・中学校５２校を指定する。 
・教員のＩＣＴ活用指導力を向上させ、ＩＣＴを活用した授業の実施を推進するため、管理職研修会

やオンデマンド研修等、受講対象者に合わせた研修を実施する。 
・学校教育における情報機器の安定的な活用のため、GIGA スクール構想支援体制（業務委託）の整

備・運用及び学習者用コンピュータの故障・破損時に対応する保険加入を行う。 
 
【令和６年度事業実績】 

・リーディング DX スクール事業において、指定校（市立小学校１校・市立中学校１校）を指定し、

ＩＣＴを効果的に活用した実践事例の創出を行った。６本のＩＣＴを活用した授業動画と２本の有

識者を講師に迎えた研修動画を県内及び市内学校に対して公開し、実践内容の展開を図った。 
・ＩＣＴを効果的に活用した授業が行われるよう、管理職研修会、キックスタートプログラムコア研

修会、オンデマンド研修会等を実施した。 
・ＩＣＴを効果的に活用した教育を円滑に実施するために市立小・中学校のネットワーク機器の更新

及びインターネット回線（１０Ｇベストエフォート）の開通を行った。 
・学校教育における情報機器の安定的な活用のため、GIGA スクール運営支援センターの整備・運用

及び学習者用コンピュータの故障・破損時に対応する保険への加入を行った。 
・学習者用コンピュータの活用を推進するため、川越市教職員専用「川越市 GIGA ポータルサイト」

を運用し、活用事例やリーフレットの共有を図った。 

 

 

【令和７年度事業予定】 

・ 川越市立中学校における部活動の指導体制の充実及び教職員の負担軽減を図るため、学校教育法

施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第７８条の２に規定する部活動指導員を配置する。 

   配置予定人数・・・２２名 
 

【令和６年度事業実績】 

 ・配置人数 １５名（文化部４名 運動部１１名） 

 ・配 置 校 １１校（初雁、富士見、野田、城南、東、高階西、砂、福原、霞ケ関、川越西、山田） 

・配置部活 １０（吹奏楽［４校］、女子バスケ、男子バスケ、男子バレー、剣道[２校]、男子卓球、

バドミントン、女子バレー、サッカー、野球［２校］） 

 

（９）川越市立中学校部活動指導員配置事業 
 

（８）学校教育の情報化の推進 
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                               Ⅱ 学校教育 教育指導課                                                                

 

 

【令和７年度事業予定】 

・より効率的で効果的な水泳指導をするため、一部の学校において、民間事業者への業務委託による

水泳授業を行う。令和７年度は、４施設５校での取組を行う。 

 モデル１・・・仙波小学校  全学年 

 モデル２・・・南古谷小学校 全学年 

 モデル３・・・新宿小学校  全学年 武蔵野小学校  全学年［２校同施設］ 
 モデル４・・・上戸小学校  一部の学年 

【令和６年度事業実績】 

 モデル１・・・仙波小学校  全学年 延べ人数３，０８０名 

 モデル２・・・南古谷小学校 全学年 延べ人数３，３８６名 
 

 

 

①令和７年度 学校保健関係行事  

○ 児童生徒定期健康診断 

○ 児童生徒心臓検診 

○ 教職員健康診断 

○ 保健主事研修会・養護教諭研修会 

○ 学校飲料水検査 

○ Ｂ型肝炎予防接種（養護教諭） 

○ 学校環境衛生一斉検査 

○ 学校プール水質検査 

○ 川越市学校保健会総会 

○ 小児生活習慣病予防検診 

○ 教室等の空気検査 

○ 学校環境衛生検査器具取扱い講習会 

○ 学校歯科保健優良校地区審査会 

○ 砂場の細菌検査 

○ 就学時健康診断 

○ 歯科保健指導 

○ 歯科保健指導者研修会 

○ 埼玉県学校健康教育推進大会 

○ 学校保健会理事会 

（４月～６月） 

（４月～６月） 

（４月～８月） 

（４月～３月） 

（５月） 

（６月～３月） 

（前期６月～１０月、後期１月～２月） 

（６月～８月） 

（７月） 

（７月～９月） 

（７月～８月） 

（６月～７月） 

（９月） 

（９月～１０月） 

（１０月～１１月） 

（１０月～１月） 

（１１月） 

（１月） 

（３月） 

 

 

 

 

 

 

 

学校保健 

（１０）川越市立小学校水泳指導等業務委託 
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